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の

国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の
方を対象に、人間ドック・脳ドック等の費用
の一部（２万円）を助成します。

▶対象
●国民健康保険被保険者
・満30歳以上であること
・本人の市税を完納していること
・世帯の国民健康保険税を完納していること
・特定保健指導対象となった場合、市の特定

保健指導を必ず受けること
●後期高齢者医療被保険者
・本人の市税を完納していること
・本人の後期高齢者医療保険料を完納していること

▶申込期間 4月17日（水）～令和7年3月18日（火）
▶受診期間 5月 1 日（水）～令和7年3月31日（月）

※承認決定の翌日から

※６月～12月までの間に市の集団健診（特定健診、基
本健診）または後期高齢者医療個別健診を受診してい
る場合は対象外。

▶受診までの流れ
❶市民課または喜連川市民生活室で申込みを

してください。（保険証と身分証明書を持参）
❷申込み後、「検診承認決定書」をご自宅に郵

送します。（1週間～10日ほどかかります）
❸「検診承認決定書」到着後、検診機関に予

約してください。
❹検診当日、検診機関に保険証と「検診承認

決定書」を提出してください。
※脳ドック等、コースによっては別途市のがん検診を受

けられる場合があります。申込時にご相談ください。
※重複した検査項目は、費用を負担いただく場合もあ

ります。
※�栃木県保健衛生事業団、自治医科大学健診センター、宇都
宮記念病院、済生会宇都宮病院、国際医療福祉大学病院、
那須北病院、宇都宮東病院は、40歳以上の方に別途健診
データ作成手数料がかかります。

検 診 機 関 コース 自己負担額
栃木県保健衛生事業団
☎623－8282

人間ドック基本 23,670円
人間ドック婦人 37,200円

黒須病院 ☎681－8811 人間ドック 24,000円
自治医科大学健診センター
☎0285－44－2100 人間ドック 26,420円

藤井脳神経外科病院
☎673－6211 脳ドック 25,100円

宇都宮セントラルクリニック
（市役所前から送迎あり・
要予約）
☎657－7302

脳ドック 24,550円
心臓ドック 24,550円
人間ドック 22,350円
レディースドック 35,550円
総合脳ドック 57,550円

宇都宮記念病院
☎625－7831

1日コース 24,000円
2日コース（宿泊） 49,300円
2日コース（通い） 41,600円
脳ドック 26,200円

国際医療福祉大学
塩谷病院
☎0287－44－1322

人間ドック 21,800円
通院ドック 38,300円
脳ドック 21,800円
人間ドック+脳ドック 46,000円

済生会宇都宮病院
☎643－4441

人間ドック男性 26,200円
人間ドック女性 29,500円
人間ドック（簡易コース） 24,000円
脳ドック 35,000円
1泊人間ドック 48,200円
1泊人間ドック（簡易コース） 43,800円

那須中央病院
☎0287－29－2525

人間ドック 22,900円
脳ドック 22,900円

国際医療福祉大学病院
☎0287－38－2751

人間ドック 21,800円
人間ドック婦人 32,800円
脳ドック 24,000円

那須北病院
☎ 0287－62－5500

脳ドック 16,300円
1泊脳ドック 40,500円

宇都宮東病院
☎683－5771
☎0120－626－535

人間ドック 24,000円
脳ドック 19,600円
人間ドック+脳ドック 51,500円

星脳神経外科
☎600－4410 脳ドック 24,000円

佐々木記念クリニック
☎656－7117 脳ドック 29,500円

冨塚メディカルクリニック
☎666－2555

人間ドック 35,000円
脳ドック 7,500円

一生涯を通じて健康に過ご
せるよう、１年に１度健康
診査を受けましょう！

問 合 先  市民課（☎681－1116）
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お
知
ら
せ

家
内
労
働
者
（
内
職
者
）
へ

業
務
を
委
託
し
た
場
合
は
、
毎

年
４
月
１
日
現
在
の
委
託
状
況

を
栃
木
労
働
局
に
届
け
出
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
最
寄
り
の
労

働
基
準
監
督
署
に
「
委
託
状
況

届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
栃
木
労
働
局

☎（
6
3
4
）9
1
0
9

家
内
労
働
委
託
状
況
届
の

提
出
は
４
月
30
日
ま
で

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

寄
付

●
社
会
福
祉
協
議
会

▼
５
，０
０
０
円
＝
喜
連
川
陶
芸

ク
ラ
ブ
（
シ
ル
バ
ー
作
品
展
）

●
フ
ー
ド
バ
ン
ク

▼
１
０
，０
０
０
円
＝
匿
名

●
喜
連
川
中
学
校

▼
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
、
マ
イ
ク
、
ス

ピ
ー
カ
ー
＝
(株
)シ
ン
テ
ッ
ク

ス
同
意
の
も
と
群
馬
銀
行

4
月
～
令
和
7
年
3
月
分
ま

で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月

額
１
6
，9
8
0
円
で
す
。

▼
納
付
方
法

●
納
付
書

●
口
座
振
替

●
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

●
電
子
納
付

(P
a
y
‐e
a
s
y
、

a
u
P
A
Y
、d
払
い
、

P
a
y
B
、P
a
y
P
a
y
、

L
I
N
E
P
a
y
、楽
天
ペ
イ
)

▼
納
付
期
限

納
付
対
象
月
の
翌
月
末
日

▼
保
険
料
の
割
引
（
制
度
）

保
険
料
を
ま
と
め
て
納
め
る
前

納
制
度
を
利
用
す
る
と
、保
険

料
が
割
引
さ
れ
ま
す
。
口
座
振

替
で
の
前
納
に
す
る
と
割
引
率

が
高
く
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
宇
都
宮
東
年
金
事
務
所

☎（
6
8
3
）3
2
1
1

市
民
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
6

喜
連
川
市
民
生
活
室

☎（
6
8
6
）6
6
1
1

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

神
山
明
子
さ
ん（
大
野
東
担

当
）が
、
３
月
１
日
付
け
で
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
民
生
委
員
・

児
童
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
。
地
域
住
民
の
身
近
な
相

談
役
と
し
て
、
皆
さ
ま
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
地
域
づ
く
り

の
た
め
に
活
動
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
連

絡
先
が
知
り
た
い
方
は
、
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課

☎（
６
8
1
）1
1
6
0

民
生
委
員
・
児
童
委
員

新
任
者
の
ご
紹
介

防
災
情
報
配
信
シ
ス
テ
ム

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
等
で
市
の
防
災
情
報
を

取
得
で
き
る
防
災
ア
プ
リ
を
導

入
し
ま
し
た
。防
災
行
政
無
線
、

戸
別
受
信
機
お
よ
び
そ
の
他
の

防
災
情
報
配
信
機
能
は
こ
れ
ま

で
同
様
運
用
し
ま
す
。

登
録
に
つ
い
て
は
次
の
二
次

元
コ
ー
ド
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
1

A
n
d
r
o
i
d
▼

指
定
医
療
機
関
用
「
子
宮
が

ん
検
診
受
診
券
」
郵
送

令
和
４
年
、５
年
度
に
指
定

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

医
療
機
関
に
て
子
宮
が
ん
検
診

を
受
け
た
方
へ
「
子
宮
が
ん
検

診
受
診
券
」を
郵
送
し
ま
し
た
。

検
診
は
、「
指
定
医
療
機
関
」ま

た
は
「
集
団
健
診
」の
ど
ち
ら

か
で
受
診
が
可
能
で
す
。

お
手
元
に
受
診
券
が
届
い
て

い
な
い
方
も
指
定
医
療
機
関
で

受
診
が
可
能
で
す
。電
話
ま
た

は
二
次
元
コ
ー
ド
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

▼
受
診
券
有
効
期
限

令
和
７
年
３
月
３１
日

▼
申
込
・
問
合
先

健
康
増
進
課

☎（
6
8
2
）2
5
8
9

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク

チ
ン
臨
時
接
種
は
終
了
し
ま
し

た
。
今
後
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

と
同
様
に
、
65
歳
以
上
ま
た
は

60
歳
以
上
で
一
定
の
障
が
い
を

持
つ
方
は
秋
冬
に
１
回
、
定
期

接
種
（
一
部
自
己
負
担
あ
り
）

と
し
て
有
料
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
0
歳
6
ヵ
月
以
上
で

あ
れ
ば
、有
料
で
任
意
接
種（
全

額
自
己
負
担
）
が
可
能
と
な
る

予
定
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種

問
健
康
増
進
課

☎（
6
8
2
）2
5
8
9

i
P
h
o
n
e
▼
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市営住宅入居者募集
申込期間  4月1日（月）～ 8日（月）

　　　　　午前8時30分～午後5時（平日のみ）
　　　　　※申込者多数の場合は抽選会（4月10日（水））

を開催します。

入居時期  5月1日（水） 
申込方法

申込書（建設課・喜連川市民生活室で配布、市ホー
ムページからも入手可）に必要書類を添付し、提出
してください。また、申込条件がありますのでお問合
せください。
※別途、駐車場使用料2,000円（1戸1台のみ）

▶可燃ごみの収集
通常どおり行います。
▶可燃・不燃・粗大ごみ
エコパークしおや（☎0287－46－5711）に
持ち込む場合は、次の受付時間にお願いします。
受付時間  平日・祝日：午前8時30分～午後5時

土 曜 日：午前8時30分～正午

申 込・問 合 先  建設課（☎681－1119）

住 宅 名 豊原

募集戸数 1 戸

完成年度 平成 2 年

階     数 3階建 1階

間 取 り 3LDK

家     賃 21,100円～
31,400円

単身入居 可

敷     金 家賃3か月分

大型連休中のごみ収集

問 合 先  生活環境課（☎681－1126）

こども家庭センター開設
　氏家保健センター内に「さくら市こども家庭センター」を開設しました。妊娠期から18歳までの子
どもと家庭に関する相談や困りごとに対応します。妊娠・出産、子育て、しつけ、虐待など、どんなこ
とでもお気軽にご相談ください。母子保健と児童福祉の専門職が一体的にサポートします。

子育て世代支援係 (☎616-3
みなさんに

732) こども家庭相談係 (☎616-3
みないいよ

714)

● 子どもの健康・栄養・発達等
●母子健康手帳の交付
●産後ケア事業
● �乳幼児健康診査
● �産前産後の伴走型相談支援　など

●子どもや家庭の問題に関する相談
●子どもの性格・しつけ等の相談
●ショート・トワイライトステイ
● �児童虐待についての相談、対応
● �子育て家庭の家事・育児等支援　など
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●
宅
内
配
管
工
事
費
用

汲
み
取
り
槽
・
単
独
浄
化
槽

と
も
に
上
限
３０
万
円
ま
で

▼
受
付
開
始
日

４
月
１
日（
月
）

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
受
付
終
了

問
下
水
道
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
8

お
知
ら
せ

浄
化
槽
設
置
費
補
助
制
度
の

対
象
範
囲
が
広
が
り
ま
す

合
併
浄
化
槽
に
変
更
す
る
場

合
、
設
置
費
に
加
え
、
新
た
に

汲
み
取
り
槽
・
単
独
浄
化
槽
の

撤
去
費
と
宅
内
配
管
工
事
の
費

用
が
補
助
金
の
対
象
に
な
り
ま

し
た
。

合
併
浄
化
槽
へ
の
変
更
を
お

考
え
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご
検
討
く

だ
さ
い
。

▼
補
助
金
額

●
撤
去
費
用

汲
み
取
り
槽

9
万
円

単
独
浄
化
槽

１２
万
円

子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
の

推
進
を
目
的
と
し
て
、
地
域
等

が
行
う
取
組
み
に
対
し
、
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
事
業

●
子
ど
も
食
堂

●
学
習
支
援
の
居
場
所

●
自
由
な
居
場
所

▼
補
助
金
額

❶
開
設

10
万
円
上
限

❷
運
営

36
万
円
上
限

※
❶
❷
は
同
時
申
請
可

▼
申
込
期
限

５
月
31
日（
金
）

▼
申
込
・
問
合
先

こ
ど
も
政
策
課

☎（
６
８
１
）１
１
２
５

子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
事

業
補
助
金

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

土
地
・
家
屋
の
価
格
を

縦
覧
で
き
ま
す

固
定
資
産
価
格
等
縦
覧
帳
簿

に
よ
り
、
土
地
・
家
屋
の
価
格

を
縦
覧
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間

４
月
1
日（
月
）～
30
日（
火
）

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所

税
務
課

▼
縦
覧
に
供
す
る
書
類
等

●
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

●
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

▼
縦
覧
で
き
る
方

●
納
税
者
本
人

※
非
課
税
の
方
や
免
税
点
未
満
の
方
は

縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

●
納
税
者
の
代
理
人
と
し
て
委
任

状
等
を
持
参
し
た
方

※
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
は
、

土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

の
納
税
者
に
限
ら
れ
、
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
は
、
家
屋
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
者
に

限
ら
れ
ま
す
。

問
税
務
課

☎（
6
8
1
）１
１
１
４

次
の
場
合
に
当
て
は
ま
る
場

合
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

●
建
物
を
取
り
壊
し
た
時

建
物
を
取
り
壊
し
た
時
は
、

税
務
課
に
「
家
屋
滅
失
届
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
住
所
を
変
更
し
た
時

市
内
に
土
地
・
建
物
を
所
有

し
て
い
て
市
外
か
ら
市
内
へ
転

入
し
た
方
、
市
外
で
住
所
を
変

更
し
た
方
、
海
外
に
転
出
さ
れ

る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
4

市
内
に
土
地
・
建
物
を

お
持
ち
の
方
へ

『
さ
く
ら
市
学
び
ガ
イ
ド

２
０
２
４
』
発
行

学
び
ガ
イ
ド
に
は
、
講
座
や

サ
ー
ク
ル
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情

報
な
ど
の
生
涯
学
習
情
報
を
掲

載
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
家
庭
で
保
存
し
て
ご

活
用
く
だ
さ
い
。
市
役
所
、
公

民
館
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
生
涯
学
習
課

☎（
６
８
6
）6
6
2
1

詳
細
は
こ
ち
ら
▼
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 市

市民団体が自発的に行う公益性の高いまちづくり活動に対し、助成金を交付します。
　助成金を活用して、まちづくり活動をしてみませんか？

▶補助金額
最大30万円
※婚姻届け提出時に夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円
▶対象費用
令和６年４月１日～令和７年３月31日の間に婚
姻を機に生じた住宅取得費用および住宅賃借費
用（賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料）、
引越費用、リフォーム費用の合計額
▶対象
次のすべてに当てはまる世帯
● 令和６年１月１日～令和７年３月31日までに

婚姻届が受理された
● 令和5年内の夫婦所得の合計額が500万円未

満（貸与型奨学金の返済を行っている場合は、
その返済金額を控除した額）

● 婚姻届を提出し受理された日の年齢が夫婦と
もに39歳以下

● 交付申請時に夫婦どちらかが市内在住

● 夫婦の生活する住宅が市内にある
● 夫婦ともに市税を滞納していない
● 他の公的制度の家賃補助等を受けていない
▶申込期限
令和7年３月31日

支援

詳細はこちら▲

市内で新生活を始める新婚世帯に補助金を交付します。

申 込・問 合 先  総合政策課（☎681－1113）

▶助成部門
❶いきいきまちづくり部門　
　（市全体のイメージアップを図る事業）
❷安心安全まちづくり部門　
　（安心・安全なまちづくりに関する事業）
❸ecoまちづくり部門　
　（環境保全に関した事業）
❹地域コミュニティ部門　
（地域福祉や地域コミュニケーション向上を図
る事業）

❺まちづくりアイデア実現部門　
　（市が定めるテーマに基づく事業）
　令和6年度テーマ

● 婚活応援！縁結びプロジェクト
● 桜と花と緑を活かしたまちづくり　
● 女性が輝くまちづくり
● 市民によるシティプロモーション

▶助成上限額
　〔一般〕❶～❹30万円　❺50万円
　〔簡易〕❶～❹5万円
▶申込方法
申請書（総合政策課で配布、市ホームページか
らも入手可）に記入し、直接持参。
詳しくは、お問合せください。
▶申込期間
４月1日（月）～19日（金）
※簡易区分の申込は随時可

申 込・問 合 先  総合政策課（☎681－1113）
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お
知
ら
せ

姉
妹
都
市
交
流
事
業
助
成
金

就
学
援
助
制
度

春
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る

み
運
動

市
伝
統
文
化
・
文
化
活
動
等

振
興
事
業
費
補
助
金

市
民
団
体（
ス
ポ
ー
ツ
団
体
、

文
化
団
体
等
）が
行
う
姉
妹
都

市
（
茨
城
県
古
河
市
・
埼
玉
県

加
須
市
）の
団
体
と
親
善
お
よ

び
交
流
を
図
る
事
業
に
対
し
、

助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

※
随
時
募
集

▼
対
象

市
内
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
て

お
り
、構
成
員
の
う
ち
市
内
在

住
者
が
５
人
以
上
で
会
則
・
規

約
等
を
定
め
て
い
る
団
体

▼
助
成
金

１
人
３
，０
０
０
円
ま
で

※
３０
人
を
限
度

問
総
合
政
策
課
市
民
活
躍
推
進
係

☎（
6
8
1
）1
1
1
3

経
済
的
な
理
由
で
小
中
学
校

に
就
学
す
る
た
め
の
費
用
の
支

払
が
困
難
な
児
童
生
徒
の
保
護

者
に
対
し
、必
要
な
費
用
の
一

部
を
援
助
す
る
制
度
で
す
。

▼
対
象
世
帯

市
内
在
住
で
市
内
外
の
公
立
の

小
中
学
校
に
就
学
す
る
お
子
さ

ん
が
い
る
世
帯
、ま
た
は
市
外

在
住
で
市
内
の
公
立
小
中
学
校

に
就
学
す
る
お
子
さ
ん
が
い
る

世
帯
の
う
ち
、次
の
い
ず
れ
か

４
月
６
日（
土
）～
１５
日（
月
）

は
、「
春
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ

る
み
運
動
」の
実
施
期
間
で
す
。

期
間
中
の
重
点
項
目
は
次
の
と

お
り
で
す
。

❶
こ
ど
も
が
安
全
に
通
行
で
き
る

道
路
交
通
環
境
の
確
保
と
安
全

な
横
断
方
法
の
実
践

春
は
新
入
学
児
童
等
の
交
通

事
故
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。保
護

者
を
中
心
と
し
、地
域
全
体
で

子
ど
も
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

❷
歩
行
者
優
先
意
識
の
徹
底
と

「
思
い
や
り
・
ゆ
ず
り
合
い
」

運
転
の
励
行

「
飲
酒
運
転
等
を
絶
対
し
な
い
、

さ
せ
な
い
」と
い
う
意
識
を
持

ち
、確
認
し
あ
い
ま
し
ょ
う
。

❸
自
転
車
・
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド

等
利
用
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用

と
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
や
ラ
イ
ト

の
点
灯
、な
が
ら
運
転
の
危
険

性
等
の
基
本
的
な
運
転
ル
ー
ル

を
再
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

問
生
活
環
境
課

☎（
6
8
1
）1
1
2
6

市
の
文
化
振
興
お
よ
び
地
域

の
活
性
化
に
資
す
る
活
動
を
行

う
団
体
に
対
し
、補
助
金
の
交

付
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象
事
業

文
化
団
体
等
が
行
う
文
化
の
振

興
お
よ
び
地
域
の
活
性
化
に
資

す
る
伝
統
文
化
・文
化
活
動
等

▼
対
象

次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る

団
体

❶
市
内
に
活
動
拠
点
が
あ
る

❷
一
定
の
事
業
実
績
が
あ
る

※
他
に
も
補
助
と
な
る
た
め
の
条
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
助
成
金

最
大
30
万
円

※
助
成
率
1
/
2

▼
受
付
開
始
日

5
月
1
日（
水
）

問
生
涯
学
習
課
文
化
振
興
係

☎（
6
8
6
）6
6
2
1

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

民
法
等
が
一
部
改
正
さ
れ
ま
す

4
月
1
日
か
ら
、
民
法
の
嫡

出
推
定
制
度
が
見
直
さ
れ
ま
す
。

●
婚
姻
の
解
消
等
の
日
か
ら
3
0

0
日
以
内
に
子
が
生
ま
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
母
が
前
夫
以

外
の
男
性
と
再
婚
し
た
後
に
生

ま
れ
た
子
は
、
再
婚
後
の
夫
の

子
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

●
女
性
の
再
婚
禁
止
期
間
が
廃
止

さ
れ
ま
す
。

●
こ
れ
ま
で
は
夫
の
み
に
認
め
ら

れ
て
い
た
嫡
出
否
認
権
が
子
お

よ
び
母
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

●
嫡
出
否
認
の
訴
え
の
出
訴
期
間

が
1
年
か
ら
3
年
に
伸
長
さ
れ

ま
す
。

問
市
民
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
5

に
該
当
す
る
世
帯

●
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃
止

の
決
定
を
受
け
た
が
就
学
費
用

の
支
払
が
困
難
な
世
帯

●
市
民
税
の
非
課
税
世
帯

●
市
民
税
、
個
人
事
業
税
、
固
定

資
産
税
、
国
民
年
金
の
掛
金
ま

た
は
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

を
受
け
た
世
帯

●
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
世

帯
●
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励

に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
規
定

す
る
収
入
額
が
、
同
号
に
規
定

す
る
需
要
額
の
1.3
倍
未
満
の
者

▼
援
助
内
容

学
用
品
費
、通
学
用
品
費
、新
入

学
用
品
費
、校
外
活
動
費
、学
校

給
食
費
、修
学
旅
行
費
、オ
ン
ラ

イ
ン
学
習
通
信
費
な
ど

▼
申
込
方
法

お
子
さ
ん
が
就
学
し
て
い
る
小

中
学
校
に
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

※
随
時
受
付

※
申
込
時
に
お
住
ま
い
の
地
区
を
担
当

す
る
民
生
委
員
児
童
委
員
と
の
面
談

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
学
校
教
育
課

☎（
6
8
6
）6
6
2
0

詳
細
は
こ
ち
ら
▼
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者 宅 ー ご

▶緊急情報キット給付事業
　急病や災害に備えて、「かかりつけ医」
「持病」「緊急連絡先」等の情報を保管
する緊急情報キットを配布します。
【対象】65歳以上のみの世帯

▶緊急通報装置貸与事業����������������������������������������������������
　自宅で急病などの緊急事態が起きた場合に、受
信センターに24時間通報ができる緊急通報装置
を貸与します。
【対象】次のいずれかに該当する方
❶世帯全員が65歳以上
❷�世帯全員が身体障害者手帳
1・2級をお持ちの方
❸�同居家族が就労により外出し、
一時単身となる65歳以上の方
または身体障害者手帳1・2級をお持ちの方

▶高齢者、重度障害者等紙おむつ給付事業
　在宅で常時紙おむつを必要とする方に、「紙お
むつ券」を交付します。（介護保険の要介護1・2
の方は月額2,000円、その他月額4,000円）
【対象】次のいずれかに該当する方
❶�介護保険の要介護1以上の方
❷�身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

▶福祉タクシー事業
　自力での運転が困難で、日常生活でタクシーが必
要な方に1枚500円のタクシー利用券を交付します。
（❶の75歳以上は月8枚、その他月6枚）
【対象】次のいずれかに該当する方
❶�世帯全員が65歳以上の市民税非課税世帯で、
同一敷地内または隣接地に親族等がいない方
❷�身体障害者手帳１・2級、療育手帳A1・A2、
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

▶高齢者等生活支援サービス事業
　シルバー人材センターが清掃、修繕、除草作業
など日常生活上の軽度な支援を行い、料金の9割
を助成します。（上限8,000円/月）
【対象】次のいずれかに該当する方
❶�世帯全員が65歳以上の市民税非課税世帯で同
一敷地内または隣接地に親族等がいない方
❷�世帯全員が身体障害者手帳1・2級、療育手帳
A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持

ちの市民税非課税世帯

▶給食サービス事業
　自炊困難または栄養改善や見守りが必要な方に、
定期的に弁当を届けます。（最大週３日）
【対象】
世帯全員が65歳以上で、同一敷地内、または隣接
地に親族がおらず、次のいずれかに該当する方
❶�介護保険で要支援1・2または要介護1～5の方
❷�介護保険で介護予防・生活支援サービス事業対
象者の認定を受けている方

❸�身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

▶住宅用火災警報器等購入設置助成事業
　住宅用火災警報器、住宅用自動消火器の購入・
設置費用の半額を助成します。（上限1万円）
【対象】※要事前申請
世帯全員が65歳以上で住民税非課税世帯の世帯主

▶家族介護慰労金支給事業
　要介護者を自宅で介護するご家族に慰労金を支
給します。（6か月ごとに5万円）
【対象】�次のすべてを満たす要介護者と同居し、

介護している家族。
❶�介護保険で要介護3～5の方
❷過去6か月以内の入院日数が45日以内の方
❸�過去6か月以内に介護保険のサービスを受けて
いない方（福祉用具貸与、特定福祉用具購入、
住宅改修、5日以内の介護サービス利用は除く）

▶福祉電話貸与事業
　電話がない方に固定電話機を貸与します。
【対象】
　ひとり暮らしで65歳以上の住民税非課税世帯の方
※月々の電話料金のみご負担いただきます。

▶電磁調理器給付事業
　防火等の配慮が必要な方に電磁調理器を給付します。
【対象】ひとり暮らしで65歳以上の方

▶認知症等見守りシール配付事業
　行方不明になった場合の早期保護、身元確認の
ための見守りシールを配付します。
【対象】認知症等で徘徊の恐れがある方

自己負担有

自己負担有

申 込・問 合 先  高齢課（☎681－115 5）

自己負担有

自己負担有

自己負担有
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村
田
茂
作
品
展

栃
木
県
伝
統
工
芸
士
の
村
田

茂
氏
の
作
品
展
を
開
催
し
ま
す
。

喜
連
川
温
泉
の
湯
け
む
り
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
作
品
な
ど
が
展
示

さ
れ
ま
す
。

▼
日
時

４
月
26
日（
金
）～
５
月
２
日（
木
）

午
前
10
時
～
午
後
3
時

▼
場
所

笹
屋
別
邸

▼
費
用

無
料

問
街
子
屋
き
つ
れ
が
わ

☎
0
8
0（
3
5
4
6
）3
5
6
9

心
の
健
康
相
談

W
O
R
K
R
E
A
D
I
N
E
S
S

セ
ミ
ナ
ー

心
に
か
か
わ
る
問
題
や
悩
み

に
つ
い
て
、
精
神
科
医
師
や
保

健
師
が
相
談
を
受
付
け
ま
す
。

▼
日
時

4
月
11
日（
木
）

午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

5
月
28
日（
火
）

午
後
2
時
30
分
～
4
時
30
分

▼
場
所

矢
板
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
内
容

不
安
、
眠
れ
な
い
、
対
人
関
係

等
の
悩
み
、思
春
期
、認
知
症
、

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
、
ご
家
族

の
問
題
行
動
等
の
相
談

※
1
週
間
前
ま
で
に
要
予
約

▼
申
込
・
問
合
先

矢
板
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
0
2
8
7（
44
）1
2
9
7

開

催

▼
試
験
の
種
類

甲
種
・
乙
種
・
丙
種

▼
日
時

６
月
９
日（
日
）

▼
申
込
期
間

令
和
6
年
度

第
１
回
危
険
物
取
扱
者
試
験

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

元
気
に
長
く
働
く
た
め
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
学
べ
る
セ
ミ
ナ
ー
で

す
。
自
分
ら
し
い
目
標
を
見
つ

け
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時

全
3
回

❶
４
月
20
日（
土
）

❷
５
月
25
日（
土
）

❸
６
月
15
日（
土
）

午
前
10
時
～
正
午

※
1
回
だ
け
の
参
加
も
可

▼
場
所

さ
く
ら
テ
ラ
ス
多
目
的
室

▼
対
象

15
歳
～
49
歳
ま
で
の
求
職
者
と

そ
の
保
護
者

※
保
護
者
の
み
の
参
加
も
可

▼
定
員

先
着
20
名

▼
費
用

無
料

問
と
ち
ぎ
県
北
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

☎
0
8
0（
8
7
4
7
）8
6
6
3

４
月
８
日（
月
）～
19
日（
金
）

問
塩
谷
広
域
消
防
本
部
予
防
課

☎
0
2
8
7（
40
）1
1
2
9

（
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

栃
木
県
支
部

☎（
6
2
4
）1
0
2
2

お
知
ら
せ

世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
お
よ

び
発
達
障
害
啓
発
週
間

毎
年
４
月
２
日
は
国
連
が
定

め
る「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」

で
す
。
ま
た
、
４
月
２
～
８
日

ま
で
を「
発
達
障
害
啓
発
週
間
」

と
し
、
自
閉
症
を
は
じ
め
と
す

る
発
達
障
が
い
の
啓
発
に
取
り

組
む
週
と
し
て
い
ま
す
。

福
祉
課
で
は
、
自
閉
症
の
シ

ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
で
あ
る
ブ
ル
ー

リ
ボ
ン
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
支
援
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
福
祉
課

☎（
6
8
1
）1
1
6
1

福祉課で配布してい
ます

ブルーリボンブルーリボン

申
込
は
こ
ち
ら
▼
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水
稲

作業内容 単位 金額 摘要
耕起 10ａ 4,620円 未整備圃場・1区画10ａ以下は2割増
荒代 10ａ 4,070円 未整備圃場・1区画10ａ以下は2割増
植代 10ａ 5,280円 未整備圃場・1区画10ａ以下は2割増
育苗 1箱 814円 種子代含む　運搬料1箱 60円

機械田植 10ａ 8,140円
苗運搬1箱 60円　 未整備圃場・1区画10ａ以下は2割増
施肥植付（肥料別）9,900円　同時薬剤散布（薬剤別）524円
機械運搬料別途

薬剤散布
粒 10ａ 1,100円 薬剤代別（パック剤散布10a当たり550円）

ドローン・ブームスプレイヤーは1,650円
粉 10ａ 1,100円 薬剤代別
液 10ａ 1,650円 薬剤代別　ドローン・ブームスプレイヤーも同額

追肥 10ａ 1,650円 ミスト機散布（肥料代別）

コンバイン刈取 10ａ 17,600円 機械運搬料別途　倒伏割増（5割まで）未整備圃場・１区画10a
以下は２割増

色彩選別機 1俵 660円 調製と一連　単独使用は要相談
乾燥・調製 1俵 1,617円 60kg　包装まで（乾燥 924円・調製 693円）袋代別
畦塗り 1ｍ 55円 砂利層は２割増
レーザーレベラー 10ａ 14,300円～ 作業内容により要相談（30a以下は要相談）

麦
類

耕起整地 10ａ 8,140円 耕起2回（砕土を含む）
播種 10ａ 4,400円 ドリルまき（種子代別）
麦踏み 10ａ 1,100円
コンバイン刈取 10ａ 17,600円 機械運搬料別途　倒伏割増（5割まで)　未整備圃場・１区画10a以下は2割増

大そ
豆ば

播種 10ａ 4,400円 種子代別
管理 10ａ 3,300円 中耕・培土各1回につき（一連作業 4,400円）
刈取り 10ａ 12,100円 機械運搬料別途　大豆・そば専用コンバイン使用

共
通

穀物運搬料 10ａ 1,100円 5㎞以内
米出荷運搬料 30㎏ 143円 市内
畦畔刈り 1時間 2,200円 刈払機使用　自走式等は別途
施肥 10ａ 1,650円 ブロードキャスター1回散布

麦・稲わら集束 1梱包 1,650円 ロールベーラ直径120㎝標準��ヘイベーラ45㎝×40㎝×80㎝
標準275円

乾燥・調製 1俵 1,617円 包装まで　麦類・大豆・そば　袋代別
一般の農作業 1日 7,680円 標準8時間　1時間960円　作業内容に応じ増減
オペレーター作業 1日 12,400円 標準8時間　1時間1,550円

農地区分 平均額 最高額 最低額 物納の
平均値

田

さくら市
全体 14,400円 23,274円 4,608円 68kg/10a
圃場整備地区 14,900円 23,274円 5,250円
圃場未整備地区 13,000円 20,000円 4,608円

氏　　家 圃場整備地区 15,100円 23,274円 9,823円 77kg/10a
圃場未整備地区 14,200円 21,968円 4,608円 73kg/10a

喜 連 川 圃場整備地区 10,500円 17,000円 5,250円 62kg/10a
圃場未整備地区 8,200円 12,000円 2,500円 62kg/10a

畑 全　　　域 6,300円 10,893円 3,000円

▶地域ごとの賃借料の目安
令和５年１～12月までに、賃借契約を締結した際の賃借料水準（10aあたりの年額）は次のとおり

です。

※平均額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
※貸手・借手で十分に協議し、賃借料を決めてください。

※上の表は標準額です。作業困難（圃場の条件、作業の難易等）な圃場は、それらを勘案して当事者間で決定してください。
※燃料は機械主持ちです。
金額は、消費税10％を含んでいます。（一般の農作業7,680円、オペレーター作業12,400円は除きます。）

の

問 合 先  農業委員会（☎681－112 4）
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問 合 先  農政課（☎681－1117）

　4月から以下の内容で補助金を交付します。事業には要件がありますので、農政課までお問合せください。

❶振興作物推進支援事業
振興作物の栽培に必要な施設整備費
❷新規導入作物種子・種苗助成事業
振興作物および作付転換奨励作物の新規導入時
の種子・種苗の補助。
また、さつまいも、ねぎについては2年目以降も
種子・種苗の購入費を補助します。
❸農業用機械等導入支援事業
振興作物および作付転換奨励作物の栽培に必要
な20万円以上の農業用機械。日常生活に汎用で
きる機械は対象外
❹スマート農業推進支援事業
スマート農業技術カタログに掲載されている機
械または同等の機械の購入費の補助。

水田経営面積が10ha以上で対象となり拡大要
件があります。
※18ha以上の場合拡大要件は必要ありません

❺さつまいも作付拡大支援事業
前年度より作付面積が10a以上拡大した場合
２万円/10aの補助を行います。
また前年度からの主食用米作付面積の減少分を
上限とし、さつまいも作付面積の拡大分を対象
に２万円/10a上乗せします。

詳細はこちら▶

　後期高齢者医療保険加入者のうち、令和６年
度に76歳・81歳・86歳になる方を対象に、
歯科健診を実施します。対象者には、４月下旬
頃に必要書類を同封した案内を送付します。
　お手元に届いたら、案内をご覧になり実施医
療機関に直接ご予約し、受診ください。

申込期間  ５月１日（水）～令和７年２月14日（金）

受診期間  ５月１日（水）～令和７年２月28日（金）

問合先  市民課（☎ 681－1116）

者 のご

市 支援

5月1日から
お申込ください。

対象者にはこちらの
案内を送付します。
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部名 課名 係名 主な業務内容 場所

総
合
政
策
部

総合政策課
☎681−1113

秘書広報
戦略室

秘書係 秘書業務、暮らしの懇談会

本庁舎
2階

シティプロモーション係 シティプロモーション、広報・広聴、市ホームページ、市勢要覧、行政相談

政策推進室

プロジェクト推進係 重要施策の調査研究、公共交通、行政評価、行政改革、国土利用計画

進化プラン係 地方創生、移住促進、各種統計調査、ふるさとづくり寄附

市民活躍推進係
市民活動助成金、市民活動支援センター、国際交流、男女共同参画、
結婚支援事業 、姉妹都市交流事業助成金

総務課
☎681−1111

行政係
条例・規則などの制定改廃、行政区、情報公開、個人情報保護、
行政不服審査、議案 本庁舎

2階人事係 人事、職員研修、給与、職員厚生、褒賞、表彰

危機管理係 防災、災害対策、消防団

財政課
☎681−1122

財政係 予算編成、財政計画、基金管理、市債
本庁舎

2階
財産管理係 市有財産管理、工事検査、入札、市営駐車場・駐輪場

デジタル戦略室 情報システム係 電算システム維持管理、ＤＸ推進

税務課
☎681−1114

市民税係 法人市民税、個人市民税

本庁舎
2階

資産税係 固定資産の評価、固定資産税・都市計画税

税政係 軽自動車税、諸税、税証明の発行、市税の口座振替

保険税係 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料・介護保険料の徴収

収納対策係
☎681−2263

市税などの徴収、滞納処分、納税啓発 

市
民
生
活
部

市民課
☎681−1115

総合窓口係
住民票・外国人住民の記録、印鑑登録、マイナンバーカード申請交付等、
証明書発行、自動車臨時運行許可

本庁舎
1階

市民係 戸籍、住居表示、旅券

国保係
☎681−1116

国民健康保険

後期医療年金係
☎681−1116

国民年金、後期高齢者医療制度

喜連川
市民生活室

☎686−6611

市民窓口係
住民票・外国人住民の記録・戸籍届出受付、印鑑登録、マイナンバーカー
ド申請交付等、証明書発行、自動車臨時運行許可、市税・公金収納 喜連川

支所
1階保険福祉係

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・国民年金・児童医療・
障がい者福祉・高齢者福祉の受付

生活環境課
☎681−1126

環境保全係 環境保全、環境美化、狂犬病予防・畜犬登録、公害、地球温暖化対策、墓地 

第2庁
舎1階

リサイクル推進係
廃棄物対策（ごみ収集・減量・資源化）、道路などの動物死体収容、
声かけ収集

生活安心係
防犯、防犯灯、交通安全、交通安全施設、交通指導員、乗合いタクシー、
消費者行政 、犯罪被害者支援

健
康
福
祉
部

福祉課
☎681−1106

社会福祉係
☎681−1160

民生委員・児童委員、地域共生社会の実現、日本赤十字社、人権擁護、
更生保護、ひきこもり支援

本庁舎
1階

障がい福祉係
☎681−1161

障がい者福祉

生活福祉係 生活保護、生活困窮

高齢課
☎681−1155

介護保険係 介護保険

本庁舎
1階

地域包括ケア推進係
介護予防・日常生活支援総合事業、認知症施策、地域包括支援センター、
地域包括ケアシステムの構築

見守り福祉係
高齢者在宅福祉、成年後見制度、敬老祝金、敬老会、恩給援護、
見守り福祉ネットワーク 

こども政策課
☎681−1125

こども政策係 待機児童解消対策、児童センター、放課後児童クラブ

第2庁
舎1階

保育係 保育園の入退園、保育料、認定こども園

給付支援係
児童手当、遺児手当、児童扶養手当、児童医療費助成、ひとり親家庭医療
費助成、妊産婦医療費助成 、養育医療、不妊治療費助成、女性相談（DV
・離婚等）、ひとり親家庭自立支援

健康増進課
☎682−2589

健康増進係 健診、健診結果相談、健康相談・栄養相談、健康教育

氏家
保健セ
ンター

感染症対策係 感染症、予防接種

こども家庭センター

こども家庭相談係
☎616−3714

児童虐待防止、家庭相談、要保護児童対策地域協議会、ヤングケアラー、
子育て短期支援事業

子育て世代支援係
☎616−3732

母子健康手帳の交付、妊産婦相談、乳幼児健診・相談

市役所の業務案内 庁舎の各課室等の業務と電話番号をご案内します。
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部名 課名 係名 主な業務内容 場所

産
業
経
済
部

農政課
☎681−1117

農政係 米の需給調整、農業振興、農業後継者支援

第2庁舎
2階

振興係
農産物の生産および流通改善、地産地消事業、畜産および水産業の振興、
農業振興施設の管理

農林整備係 農道・農業用施設関連業務、林務関連業務、農作物への鳥獣被害対策

地籍調査係 地籍調査

商工観光課
☎686−6627

商工振興係
商工業振興、企業誘致、融資制度、雇用対策、eプラザ参番館・街の駅本
陣の管理運営 喜連川

支所
2階観光係

観光振興、市営温泉、道の駅きつれがわ、温泉バス、さくらテラス駅前
情報館管理運営

建
設
部

建設課
☎681−1119

管理係 市営住宅の入居および維持管理・整備

第2庁舎
1階

保全係
道路・橋梁・河川の維持管理、道路台帳・橋梁台帳等の整備
および管理、道路・河川の占用・工事施行承認等、路線認定・廃止・変更

建設係
道路・橋梁・河川の新設・改良および災害復旧、雨水排水施設の新設・
改良

用地係
建設課関係の土地の取得・登記・損失補償、道路・河川の境界協定、
法定外公共物の境界協定・管理・使用許可

都市整備課
☎681−1120

都市計画係 都市計画関係、開発行為、屋外広告物、空家対策、景観計画

建築係 市有建築物、建築確認申請の受付、耐震診断・改修等

区画整理係 土地区画整理事業

花と緑の小都市
推進室

花と緑の小都市
推進係

桜の郷づくり、都市公園、市有公園、開発公園、緑地

上
下
水
道
事
務
所

水道課
☎681−1121

業務係 水道事業経営・会計、水道水質検査計画、専用・簡易専用・小規模水道

卯の里
庁舎

工務係 水道施設の整備・管理 

上下水道料金センター　☎681−1216 水道の開栓・休止および申請等受付、料金収納

下水道課
☎681−1118

業務係 下水道受益者負担金の徴収、農業集落排水、合併浄化槽

工務係 下水道施設の整備・管理

会　　計　　課　☎681−1112 会計係 市税等の納付の受付 本庁舎1階

議 会 事 務 局　☎681−1123 議事係 市議会

本庁舎
3階

監査委員事務局　☎681−8033 監査係 監査委員関係 各種監査

固定資産評価審査委員会　☎681−8033 固定資産評価審査委員会事務 

選挙管理委員会　☎681−8033 選挙管理委員会事務

農 業 委 員 会　☎681−1124 農地調整係 農地転用など農地法関係、農業者年金
第2庁舎

2階

教
育
委
員
会

学校教育課
☎686−6620

総務係 教育委員会、通学区の設定および変更、奨学金、スクールバス 
喜連川
支所
1階

施設整備係
学校施設等の維持管理および整備、学校および学校給食センター建設、
学校情報機器整備

学校支援係 学校支援、就学援助、教科書、教育相談

生涯学習課
☎686−6621

生涯学習係
生涯学習推進、社会教育推進、青少年センター、家庭教育、高齢者教育、
乳幼児教育推進  

喜連川
支所
1階文化振興係 文化芸術振興 

さくら市
ミュージアム
☎682−7123

学芸係 博物館資料調査研究収蔵、展覧会開催 ミュージ
アム管理・文化財係 施設管理(ミュージアム、瀧澤家住宅)、埋蔵文化財、さくら市指定文化財

スポーツ振興課
☎682−8888

生涯スポーツ係 生涯スポーツの推進、スポーツ団体の指導育成、スポーツ推進委員 氏家
体育館施設係 スポーツ施設関係

●その他の施設
・たいよう保育園 （☎681−1331）
・氏家児童センター （☎612−6145）
・喜連川児童センター （☎678−2651）
・喜連川給食センター （☎686−2600）
・氏家公民館 （☎682−1611）
・氏家図書館 （☎682−9889）
・喜連川体育館 （☎686−6625）
・市民活動支援センター （☎615−7117）
・瀧澤家住宅 （☎682−2176）

・わくわく保育園 （☎686−2142）
・上松山児童センター （☎616−3660）
・南小学童保育センター （☎612−2215）
・消費生活センター （☎681−2575）
・喜連川公民館 （☎686−6624）
・喜連川図書館 （☎686−7111）
・さくらスタジアム （☎688−8566）
・さくらテラス駅前情報館 （☎680−5533）
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問 合 先  栃木労働局（☎684－9109）

問 合 先  健康増進課（☎682－2589）

の

帯状疱疹ワクチン予防接種の一部助成方法変更

　次の5産業に適用される特定最低賃金が、令和5年12月31日より改定発効されました。
　なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金（時間額954円）が適用されます。

　4月から帯状疱疹ワクチン接種の一部助成方法が変更になります。帯状疱疹は、80歳までに約3人に1
人が発症すると言われています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の2割の方は神経痛などの後遺
症が残る可能性があります。

最低賃金の件名 最低賃金時間額
塗料製造業 1,061円

はん用機械器具等、業務用機械器具製造業 1,007円
電子部品等、電気機械器具製造業 1,008円

自転車・同付属品製造業 1,016円
計量器・測定器等機械器具、医療用機械器具

光学機械器具・レンズ製造業 1,008円

必ずチェック 最低賃金　
使用者も 労働者も

とちまるくん　© 栃木県 詳細はこちら▲

▶対象
・50歳以上の市内在住者
・帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えら

れる18歳以上の市内在住者（免疫低下等）
・市の助成を一度も受けたことのない方
▶助成額
1回あたり4,000円
または10,000円×2回
※ワクチンの種類によって異なります。
▶予診票について
※予診票は接種履歴の確認をして健康増進課（氏家保健セン

ター）でお渡しします。接種前に取りに来てください。

▶塩谷管内（さくら市・矢板市・高根沢町・塩谷
町）の接種可能医療機関で接種する場合

　助成額を差し引いた接種金額（自己負担分）
を窓口でお支払いください。
▶塩谷管内以外の医療機関で接種する場合
　健康増進課へ事前申請が必要です。窓口また
は申請フォームから申請してください。
　一旦費用を全額お支払いいただき、接種後1年
以内の申請で助成金を交付します。

申請はこちら▶
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募

集

菜
の
花
学
級
シ
ニ
ア
講
座
生

キ
ッ
ズ
＆
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン

サ
ー
ト
出
演
者

さ
く
ら
健
康
マ
イ
ル
が

変
わ
り
ま
す

令
和
6
年
度

う
さ
ち
ゃ
ん
く
ら
ぶ

令
和
6
年
度
わ
ん
ぱ
く
広
場

交
流
を
楽
し
み
な
が
ら
、
も

の
つ
く
り
や
運
動
、
勉
強
会
な

ど
い
ろ
い
ろ
な
体
験
が
で
き
る

講
座
で
す
。

▼
日
時

５
月
～
９
月
ま
で
の
月
１
回

お
お
む
ね
午
前
中（
全
５
回
）

※
午
後
の
場
合
も
あ
り

▼
場
所

氏
家
公
民
館
ま
た
は
喜
連
川

公
民
館

▼
定
員

20
名

▼
受
講
料

５
０
０
円

▼
対
象

市
内
在
住
の
お
お
む
ね
60
歳

出
演
者
が
実
行
委
員
会
と

な
っ
て
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画
・

運
営
し
ま
す
。

▼
コ
ン
サ
ー
ト
開
催
日

８
月
25
日(

日)

予
定

▼
場
所

氏
家
公
民
館

▼
申
込
方
法

来
館
、
電
話
、
メ
ー
ル
、
ま
た

は
専
用
フ
ォ
ー
ム
で
申
込
み

▼
申
込
期
限

4
月
30
日（
火
）

●
第
１
回
実
行
委
員
会

▼
日
時

5
月
9
日（
木
）
午
後
７
時
～

▼
場
所

氏
家
公
民
館
第
2
研
修
室

問
氏
家
公
民
館

☎（
６
８
2
）1
6
1
1

5
月
よ
り
実
施
方
法
が
一
部

変
更
に
な
り
ま
す
。
F
U
N
＋

W
A
L
K
ア
プ
リ
を
ま
だ
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
い
な
い
方
は
、

操
作
説
明
会
を
実
施
す
る
の
で

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

４
月
１６
日（
火
）

午
前
９
時
３０
分
～
午
後
3
時

※
要
予
約

▼
場
所

氏
家
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
持
ち
物

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

▼
申
込
・
問
合
先

健
康
増
進
課

☎（
６
８
2
）2
5
8
9

▼
日
時

５
月
30
日（
木
）～

年
間
９
回（
予
定
）

午
前
10
時
～
11
時

▼
対
象

未
就
園
児
（
２・
３
歳
児
）
の

親
子
（
ひ
と
り
歩
き
が
で
き
る

１
歳
半
程
度
の
お
子
さ
ん
も
参

加
で
き
ま
す
）

▼
定
員

先
着
40
名

▼
費
用

１
回
５
０
０
円

▼
申
込
方
法

５
月
23
日（
木
）以
降
に
電
話

で
申
込
み

※
定
員
に
な
り
次
第
、
園
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
場
所
・
申
込
先

認
定
こ
ど
も
園
氏
家
幼
稚
園

☎（
６
８
2
）8
3
9
3

▼
日
時

４
月
24
日（
水
）～

年
間
22
回（
予
定
）

午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼
対
象

未
就
園
児
の
親
子

▼
定
員

15
組

▼
費
用

登
録
費

１
，０
０
０
円

参
加
費

１
回
１
０
０
円

▼
申
込
方
法

申
込
書
を
提
出
ま
た
は
電
話
で

申
込
み
（
随
時
受
付
）

▼
場
所
・
申
込
先

認
定
こ
ど
も
園

き
つ
れ
川
幼
稚
園

☎（
６
８
5
）3
7
5
9

以
上
の
方

▼
申
込
期
間

4
月
4
日（
木
）～
18
日（
木
）

平
日
午
前
９
時
～
午
後
5
時

▼
申
込
方
法

氏
家
公
民
館
窓
口
で
申
込
み

問
氏
家
公
民
館

☎（
６
８
2
）1
6
1
1

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

男
女
共
同
参
画
推
進
委
員

私
た
ち
と
一
緒
に
活
動
を
お

こ
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？
イ
ベ

ン
ト
の
企
画
や
情
報
紙
の
発
行

な
ど
、
誰
も
が
住
み
や
す
く
明

る
い
市
を
目
指
し
て
楽
し
み
な

が
ら
活
動
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

老
若
男
女
・
国
籍
も
問
い
ま
せ

ん
。

問
市
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会

事
務
局
（
総
合
政
策
課
内
）

☎（
6
8
1
）1
1
1
3
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　税務課で市税等の口座振替をお申込みの方に、
トートバッグやタオル等いずれか１つをプレゼン
トします。
※新規、追加申込かつ窓口での申込み限定
※法人はキャンペーンの対象外
▶申込期限　令和７年３月31日（月）（平日のみ）
▶持ち物　　通帳、通帳の届出印、認印
▶取扱金融機関
足利銀行、栃木銀行、みずほ銀行、烏山信用金庫、
塩野谷農業協同組合、ゆうちょ銀行

春のノルディックウォーキング教室＆美肌の湯に入浴

日時 ４月１７日（水）
午前 10 時～ （約 2 時間）

場所  もとゆ温泉
講師  (一社 ) 日本ウオーキング協会

公認主席指導員　碓氷　正和氏
参加費  1,000 円

（入浴休憩代・昼食代・飲料水代・保
険代込み）

定員  先着 15 名　※要事前申込
申 込・問 合 先  もとゆ温泉（☎686－3 2 8 4）

　もとゆ温泉ノルディックウォーキングマップコースを春を感じながら歩きましょう。
　ノルディックウォーキング用のポールを使用した効果的なウォーキング方法を伝授します。
　（ポールは貸出無料。持参も可）その後は、美肌の湯に入浴しましょう！

市税等口座振替キャンペーン

納期期日
市県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康

保険税 介護保険料 後期高齢者
医療保険料年 月 日 曜日

6

4 30（火） １期
5 31（金） １期

7 1 （月） １期
31（水） ２期 １期 １期 １期

9 2 （月） ２期 2期 2期 2期
30（月） ３期 ３期 ３期 ３期

10 31（木） ３期 ４期 ４期 ４期

12 2 （月） ５期 ５期 ５期
25（水） ４期 ６期 ６期 ６期

7 1 31（金） ４期 ７期 ７期 ７期
2 28（金） ８期 ８期 ８期

▶令和6年度市税等納付期日一覧表

※病気や失業、事業の廃止などやむを得ない理由で納付が困難な方は、
　税務課収納対策係（☎681－2263）までご相談ください。

いずれかを
プレゼント

申 込・問 合 先  税務課（☎681－1114）

詳細はこちら▲
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募

集

令
和
６
年
度
さ
く
ら
市
手
話

奉
仕
員
養
成
研
修
受
講
者

日
常
会
話
を
行
う
の
に
必

要
な
手
話
表
現
技
術
を
習
得

す
る
た
め
の
講
習
会
で
す
。

▼
日
時

５
月
9
日（
木
）～

令
和
7
年
2
月
27
日（
木
）

毎
週
木
曜
日

午
後
７
時
～
９
時

（
入
門
編
・
基
礎
編

全
40
回

計
80
時
間
）

▼
場
所

さ
く
ら
い
ふ

▼
対
象

市
内
在
住
で
、
市
内
ま
た
は

高
根
沢
町
の
施
設
・
学
校
・

職
場
に
在
籍
し
て
い
る
お
お

む
ね
16
歳
以
上
の
方
。

※
全
講
習
に
参
加
で
き
る
方
優
先
。

▼
受
講
料
　
　
　
　
　
　
　

３
，３
０
０
円
／
テ
キ
ス
ト
代

▼
申
込
期
限

５
月
2
日（
木
）

▼
申
込
・
問
合
先

社
会
福
祉
協
議
会
氏
家
支
部

☎（
６
８
２
）２
２
１
７

エ
ン
ゼ
ル
講
座
生

親
子
で
集
ま
っ
て
交
流
や
体

験
を
し
た
り
、
子
育
て
の
ス
キ

ル
を
学
ん
だ
り
し
ま
す
。

▼
日
時

５
月
～
令
和
７
年
３
月

平
日
午
前
中
・
月
１
回

▼
場
所

氏
家
・
喜
連
川
公
民
館
ほ
か

▼
対
象

市
内
在
住
の
０
歳
～
未
就
園
児

と
そ
の
保
護
者

▼
定
員

２５
組
程
度

※
１
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
み
、
９
月
に
も

募
集
が
あ
り
ま
す
。

▼
受
講
料

１
，
０
０
０
円
／
年
額

▼
申
込
期
限

４
月
１
日（
月
）～
１２
日（
金
）

▼
申
込
方
法

専
用
フ
ォ
ー
ム
で
申
込
み

▼
申
込
・
問
合
先

生
涯
学
習
課

☎（
６
８
6
）6
6
2
1

放
課
後
、
子
ど
も
た
ち
の
学

習
や
自
由
遊
び
を
見
守
り
、
一

緒
に
遊
ん
で
く
れ
る
新
規
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

●
喜
小
っ
子
ふ
れ
あ
い
ス
ク
ー
ル

▼
期
間

６
月
上
旬
頃
か
ら

毎
週
水
曜
日

午
後
２
時
３０
分
～
４
時
３０
分

▼
場
所

喜
連
川
小
学
校
体
育
館
お
よ

び
校
庭

●
押
小
っ
子
ふ
れ
あ
い
ス
ク
ー
ル

▼
期
間

６
月
上
旬
頃
か
ら

金
曜
日
（
月
１
～
２
回
）

午
後
２
時
４０
分
～
４
時
３０
分

▼
場
所

押
上
小
学
校
教
室
お
よ
び
校
庭

▼
申
込
・
問
合
先

生
涯
学
習
課

☎（
６
８
6
）6
6
2
1

ふ
れ
あ
い
ス
ク
ー
ル
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

申
込
は
こ
ち
ら
▼

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

さくら市の人口
令和6年3月1日現在

（前月比・毎月人口推計）
■人　口
■男
■女
■世帯数

44,001人　（−  6人）
22,795人　（＋ 5人）
21,206人　（−11人）
16,894世帯（＋ 1）

桜
さ
さ
え
あ
い
ポ
イ
ン
ト
事

業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
ポ
イ

ン
ト
付
与
団
体

桜
さ
さ
え
あ
い
ポ
イ
ン
ト
事

業
に
お
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
す
る
団

体
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間

４
月
１
日（
月
）～
19
日（
金
）

▼
申
請
方
法

申
請
書
（
総
合
政
策
課
で
配
布
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手

可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

総
合
政
策
課
窓
口
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

問
総
合
政
策
課
市
民
活
躍
推
進
係

☎（
6
8
1
）1
1
1
3
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▶「さくら市地球環境にやさしい小都市」宣言を
行ないました
　市民・事業者・行政が一丸となって地球温暖化
対策に取り組むため「二酸化炭素排出量実質ゼロ」
を目指す旨の宣言を行ないました。
　今後は地球温暖化対策として「さくら市気候変
動対策推進計画」を推進し、「二酸化炭素排出量
実質ゼロ」を目指します。
▶ゼロカーボンとは？
　二酸化炭素などの温室効果ガス排出量から、
森林などにより吸収量を差し引いて、二酸化炭素
の実質的な排出量をゼロにすることです。
▶取り組まないとどうなる？
　温暖化が原因と見られる猛暑や豪雨などの異常
気象により、これまで経験したことないような甚
大な被害が発生しています。このままでは、深刻
な食糧不足や生態系の破壊などが起こってしまう
恐れがあります。

▶私たちができること
　日本のCO2排出量の６割が私たちの衣食住の
関係から発生しています。生活の中でちょっとし
た工夫をしながら、無駄をなくし環境負荷の低い
製品・サービスを選択することでCO2削減に大き
く貢献します。

ー ン に

▶活用してください！脱炭素化普及促進事業費補助金

設定温度
1℃上げるごと
に10％の節約
効果！

お風呂
冷めないうち
に入ると年間
5,700円の
節約！

フィルター
掃除すると効率が上がり
節約！

ノーメディア
週1回テレビ
を見ない日を
作ると年間
520円節約！

太陽光発電 蓄電池 電気自動車 ペレットストーブ
２万円/ｋW
（上限8万円）

２万円/ｋWｈ
（上限８万円） 10万円/台 ５万円/件

問 合 先  生活環境課（☎681－1126）

詳細はこちら▲

問 合 先  福祉課（☎681－116 0）

に 口の

　４月１日（月）から、ひきこもりに関する相談窓口を開設します。経験豊富なひきこもり支援コーディ
ネーターがあなたやご家族の不安をしっかり受け止め、支援へつなげます。

電話相談  平日月～金曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　
午前９時～午後５時

来所相談  要予約（日時は応相談）
場所  氏家福祉センター内

　　　　　社会福祉協議会氏家支部

電話  682－2217
FAX 682－9888

メール sien@sakura-shakyo.or.jp

あなたのタイミングでお気軽にお電話ください。
相談は無料です。
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▶桜守ネットワーク
　桜に関する知識向上や情報の共有化を図ることを
目的としています。市の桜の発展に情熱を持っている
方、ぜひ会員になりませんか？

対象 市内在住・在学・在勤する方
活動内容 桜に関する研修会等への参加、情報交換

会への参加等

▶桜マイスター
　桜守活動を積極的に行い、桜の保全管理の知識を
有する方を、市が「桜マイスター」として認定します。
マイスターには認定証と腕章が贈られます。

対象 桜守ネットワーク会員かつ市が開催する桜
守養成講座を通算で 3 回以上受講した方

活動内容 桜の知識を活かし市が指定する桜に対し
て簡易な剪定、施肥および害虫駆除等の
作業を行い、桜の郷づくりを推進。

申込・問合先  総合政策課（☎ 681－1113）

ッ ーク ー

　「桜守ネットワーク会員」、「桜マイスター」は随時募集しています。詳しくはお問合せください。

税の

　令和６年度税制改正法案が成立・施行された場合、６月から定額減税（源泉所得税関係）が実施される
こととなるため、源泉徴収義務者向けの説明会を開催します。
　国税庁ホームページに「定額減税特設サイト」が開設されていますので、併せてご活用ください。

日時 ４月11日（木）、25日（木）、
５月21日（火）
午前10時～11時、
午後１時30分～２時30分
※各2回開催

場所  氏家税務署　２階会議室

定員  各30名
※LINEによる事前予約制

詳細はこちら▶

問 合 先  栃木労働局（☎634－ 9109）

の
　栃木県電気機械器具製造業最低工賃が４月20日（土）に改正されます。
▶適用範囲
　栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係
る業務に従事する家内労働者およびこれらの
業務を委託する委託者

▶最低工賃額

※電線の端末に取付けられた端子をコネクターに差し込むこと

品目 工程 規格 金額

コネクター 差し（※）リード線について行うもの
1ピンにつき
51銭

問 合 先  氏家税務署　法人課税部門（☎682－ 6684）
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教室名 場所 対象 日時 期間 募集期間・問合先

陸上 さくらスタジアム
小4～小6 毎週水曜

19:00～20:30 4 /10～通年
鈴木　☎090−1118−2187

中・高校生 毎週木曜
19:00～21:00 4 / 4～通年

野球 喜連川高校跡地
野球場 年少～小3 毎週日曜

9:00～12:00 4 / 1～通年 人見　☎090−1496−7612

テニス

総合公園
テニスコート

成人
（市内在住・在勤）

毎週日曜
13:00～15:00 4 /14～通年 鈴木　☎090−5797−0889

喜連川運動場
テニスコート 中学生以上 毎週土曜

10:00～16:00 4 / 6～通年 5/11（土）9:30 ～現地受付
碓氷　☎612−4155

総合公園
テニスコート

小3～中学生
保護者

（市内在住）

毎週土曜
14:00～17:00

7月～9月
15:00～18:00

4 /13～通年 菊地　☎090−2237−7610

ソフトテニス 氏家体育館 一般社会人 毎週水曜
13:00～16:00 4 / 3～通年 小島　☎090−8846−4148

バレーボール

氏家体育館 小学生・保護者 毎週土曜
18:30～20:30 4 / 6～通年 村上　☎090−4063−7601

喜連川高校跡地
体育館 中・高校生 毎週日曜

9:00～17:00 4 / 3～通年 藤田　☎090−4829−2809

氏中第1体育館(月曜)
中学生男・女 毎週月・木曜

19:00～21:30 4 / 1～通年 関　　☎090−4398−7041
氏中第2体育館(木曜)

ソフト
バレーボール

氏家中体育館
小学生以上

毎週土曜
19:00～21:00

（小学生は20:30まで）
4 / 1～通年

軽部　☎090−3233−6878

金鹿体育館 吉澤　☎090−5992−5258

卓球 氏家体育館 小学生 毎週金曜
19:00～20:00 4 / 5～通年 齋藤　☎090−1844−8894

ラージボール
卓球 氏家体育館 一般社会人 毎週金曜

18:30～21:00 4 / 6～通年 飯田　☎090−4839−5221

サッカー

さくらスタジアム 小2・3
（男女問わず）

毎週火曜
19:00～20:00

前期：5/14～7/16
後期：8/27～11/26 野﨑　☎090−8772−1167

SAKURA
グリーンフィールド

小1～小2 毎週土曜
18:00～20:00

4/3～通年

新規の方初回受付
4/13 18：00～現地受付
以降は随時
蛭田　☎090−4223−4512

小3～小6

毎週水曜
19:00～21:00

毎週土曜
18:00～20:00

中学生 毎週土曜
19:30～21:00

水泳 Ｂ＆Ｇ海洋センター

小1～小3 毎週水曜
18:30～19:30 8/7～10/16

7/1～7/19
氏家・喜連川体育館受付箱へ
申込書を投函
星　　☎090−6921−0037

小4～小6
中学生

毎週木曜
18:30～19:30 8/8～10/17

成人 毎週金曜
15:00～16:00 8/4～10/18

バスケット
ボール

氏家小体育館 小学生 毎週水曜
19:00～21:00 4/17～通年 小口　☎090−8948−2797

氏家体育館 中学生以上

バドミントン 喜連川高校跡地
体育館

小学生以上
（初心者・初級者）

毎週水曜
18:30～21:00

4/3～通年
田代　☎686−5186

（さくら市バドミントン協会ホー
ムページからメール可）

毎週土曜
9:00～12:00

小学生～大人
（中級者）

毎週土曜
18:00～21:30

スポーツ教室　生徒募集
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教室名 場所 対象 日時 期間 募集期間・問合先

インディアカ
氏家体育館

中学生以上

毎週木曜
19:30～21:00

4 / 4～通年
長嶋　☎090−1407−4548

喜連川体育館 毎週土曜
19:30～21:00 吉田　☎090−4367−6323

剣道 氏家体育館
格技場 小学生以上 毎週水・土曜

19:00～21:30 4 / 1～通年 工藤　☎090−2527−0492

柔道

氏家体育館
格技場 年長児以上 毎週火・金曜

18:30～21:30 4 / 5～通年 鈴木　☎682−8767

喜連川中学校
格技場 幼児以上 毎週火・金曜

19:00～21:00 4 / 2～通年 平松　☎090−4958−2941

弓道 喜連川弓道場
中・高生以上

（弓道部に所属
していない方）

毎週日曜
9:30～11:30 5 /12～10/13 小林　☎682−6788

レスリング 喜連川高校跡地
図書室 幼年以上

毎週金曜
19:00～21:00

4 / 1～通年 石﨑　☎090−4177−5137
毎週土曜

18:00～20:00

空手道

氏家体育館
格技場　（木曜）
アリーナ（土曜） 年長児以上

毎週木曜
19:00～21:30

4 / 1～通年 神山　☎090−2219−5122毎週土曜
18:30～21:30

南小学校
体育館（火曜）

毎週火曜
19:00～21:30

南小学校
体育館（月曜）

年長児～小学生 毎週月・土曜
18:00～21:00 4 / 2～通年 秋澤　☎090−8775−7288

さくら総合専門学校
体育館（土曜）

喜連川体育館
格技場（火・木・土曜） 年中児以上 毎週火・木・土曜

19:00～21:00 4 / 2～通年 加藤　☎090−6184−3244

ゲートボール 総合公園
ゲートボール場 市民

毎週土曜
4～11月 9:00～12:00
12～3月 9:30～12:00

4 / 6～通年 小口　☎090−3590−5938

グラウンド・
ゴルフ

鬼怒川運動公園
グラウンド・ゴルフ場

小・中学生/
60歳以上

毎週火・金曜
9:00～11:00 4 / 2～通年 戸館　☎090−4523−5140

兎田河原
グラウンド・ゴルフ場 60歳以上

毎月第2日曜
4～10月 8:00～10:00
11～3月 8:30～10:30

4 / 1～通年 津浦　☎685−3604

太極拳

氏家体育館
アリーナ 市民等

毎週火曜
19:00～21:00

4 / 2～通年 遠島　☎080−3007−2178
毎週木曜

9:30～12:00

喜連川体育館
格技場 一般 毎週火曜

13:30～15:00 4 / 2～通年 黒羽　☎686−2322

体操 氏家中学校
第2体育館 小3～中学生

毎週火曜
18:30～21:00

（小学生は20:00まで）
4 /16～通年 斎藤　☎080−1045−3619

● 参加申し込みは、特に記載のない場合、教室開催時に会場で受付します。（募集期間・会場が異なる教室も
　ありますのでご注意ください。）
● その他の教室（ニュースポーツ教室、スキー教室等）は、詳細が決定次第お知らせします。
● 募集期間の記載がないものは随時受付しています。
● 令和 6 年度は、小・中学校体育館でのエアコン工事が予定されているため、小中学校体育館が開催会場となっ

ている教室は、教室期間や開催会場の変更となることがあります。
● ご不明点は、各教室の問合先にご連絡ください。

問 合 先  スポーツ振興課（氏家体育館内）（☎682−8888）問 合 先  スポーツ振興課（氏家体育館内）（☎682−8888）
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無料相談案内（4月） ※相談は、無料でお受けします。
※秘密は守ります。

相　談 内　容 連絡先

虐 待 相 談
（ 随 時 受 付 ）

児童虐待
＊休日、夜間の緊急時
　児童相談所虐待対応ダイヤル　☎189
　こども家庭センター　☎090－2640－9364・☎070－4489－5368

障がい者虐待
●福祉課　障がい者虐待防止センター　☎681－1161
＊休日、夜間の緊急時
●福祉課　☎090－5554－6968・☎090－1996－4484

高齢者虐待
●地域包括支援センター而

にこん

今　☎685－3294
　（喜連川地区、押上、長久保、蒲須坂、箱森新田、松山新田、松島）
●地域包括支援センターエリム 　☎681－1150（上記以外）
●高齢課　☎681－1155

相　談 場　所 連絡先

教 育 相 談 喜連川支所
学校教育課

学校教育課
☎686－6620

生活困窮相談 社会福祉協議会氏家支部☎601－7123

ひきこもり相談 社会福祉協議会氏家支部☎682－2217

困 り ご と
全 般 の 相 談

地域共生センター SAKUTOMO
☎612－3557

無戸籍の相談 市民課　☎681－1115

相　談 場　所 連絡先
女 性 相 談

市役所相談室 こども政策課
☎681－1125ひとり親相談

児童家庭相談 さくらっこ子育て
相談ルーム

（氏家保健センター内）

こども家庭センター
☎616－3714

妊娠・出産・
育 児 の 相 談

こども家庭センター
☎616－3732

消 費 者
ト ラ ブ ル

市役所
第２庁舎２階

消費生活センター
☎681－2575

相　談 内　容

法 律 相 談
（ 要 予 約 ）

法律的な諸問題の相談 日 19日（金）午後1時～ 4時30分		場 氏家福祉センター		定 7名
申 1日（月）午前9時～	社会福祉協議会氏家支部 ☎682－2217

心 配 ご と
相 談 所

困りごと、悩みごと全般の相談		日 11日（木）午前9時30分～11時30分
場 氏家福祉センター		問 社会福祉協議会氏家支部 ☎682－2217

もの忘れ相談会 もの忘れや認知症に関する相談		日 18日（木）午後2時～4時 場 氏家図書館
問 高齢課☎681－1155

成 年 後 見 制 度
個 別 相 談 会
（ 要 予 約 ）

認知症や知的障がい等により判断機能が低下した方のための相談
日 17日（水）午前10時～正午		場 喜連川公民館		定 4名
申 地域包括支援センター而今 ☎685－3294 障がい者支援センターふれあい ☎681－6666

地域若者サポート
ス テ ー シ ョ ン

若者の就労・ひきこもりに関する相談 日 10日（水）・17日（水）・24(水)
午後1時～4時 場 氏家福祉センター 問 NPO法人キャリアコーチ ☎0287－47－5200

更生保護サポート
セ ン タ ー

犯罪・非行防止等に関する相談 日 3日（水）・10日（水）・17日（水）・24日（水）
午前９時～午後４時 場 問 塩谷地区保護司会サポートセンター ☎612－3575
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施設名 4/27
（土）

4/28
（日）

4/29
（月・祝）

4/30
（火）

５/1
（水）

５/2
（木）

５/3
（金・祝）

5/4
（土・祝）

5/5
（日・祝）

5/6
（月・振） 備考

さ く ら 市 役 所	（☎681–1111）
喜 連 川 支 所	（☎686–6611）
卯 の 里 庁 舎	（☎681–1121）

休 休 休 〇 〇 〇 休 休 休 休
閉庁日は午前8時30分～午後
5時まで、市役所本庁舎で日
直の職員がお受けします。

氏家保健センター	（☎682–2589） 休 休 休 〇 〇 〇 休 休 休 休

喜連川保健センター	（☎686–1088） 休 休 休 休 〇 休 休 休 休 休

氏 家 公 民 館	（☎682–1611） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 休

喜 連 川 公 民 館	（☎686–6624） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

氏 家 体 育 館	（☎682–8888）
各 体 育 施 設 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 日曜・祝日の利用は、午後5時

まで

小・中学校　体育館・校庭 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

旧小学校・旧喜連川高校体育館 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

氏 家 図 書 館	（☎682–9889） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

喜 連 川 図 書 館	（☎686–7111） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

さくら市ミュージアム（☎682–7123） 〇 〇 〇 休 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5月7日（火）休業

上松山児童センター（☎616–3660）
氏家児童センター（☎612–6145）
喜連川児童センター（☎678–2651）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

さくらテラス駅前情報館（☎680–5533） 〇 〇 〇 休 〇 〇 〇 〇 〇 〇

和い話い広場 	（☎666–8370） 〇 〇 〇 休 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5月7日（火）休業

さ く ら い ふ 	（☎615–7117） 〇 休 休 〇 〇 〇 休 休 休 休

氏家福祉センター（☎682–2217）
喜連川社会福祉センター（☎686–2670） 休 休 休 〇 〇 〇 休 休 休 休

道の駅きつれがわ（☎686–8180） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

道の駅きつれがわ温泉施設（☎686–8181） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

露　天　風　呂	（☎686–5047） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

も と ゆ 温 泉	（☎686–3284） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5月7日（火）休業

観 光 温 泉 バ ス 〇 〇 〇 休 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5月7日（火）休業

菜　っ　葉　館	（☎681–1022） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

し お や 聖 苑（☎0287–48–0411） 〇 〇 〇 〇 〇 休 〇 〇 〇 〇

大型連休中の休業 市内施設のご案内
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